
   令和４年９月１２日

長 野 県 司 法 書 士 会 

 
 

事業報告書 
 

 

第１ 相談会名 

相続・遺言・成年後見 無料相談会＆勉強会 ｉｎ 松川町 

 

 
第２ 開催日時 

令和４年８月２６日（金）１３時００分～１６時００分 

 

 
第３ 開催方式及び会場 

１ 相談会 

（１）会 場 松川町 中央公民館えみりあ 

（２）実施形態 完全予約制 

（３）相談時間 ４５分 

 

 
２ 勉強会 

（１）会 場 松川町 中央公民館えみりあ 

（２）実施形態 予約不要 

（３）時 間 １３時００分から１４時００分 

（４）テ ー マ 相続、遺言の基本と成年後見制度について 

（５）講 師 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートながの支部

支部長 髙野哲浩 



第４ 開催趣旨 

長野県司法書士会では、平日の毎日電話による相談をお受けしているほか、定期的

に県内各地において面談相談会を開催していますが、司法書士がいない地域又は最寄

りの司法書士事務所まで３０分を超える移動を要する地域（特に山間地）の方への法

的サービスとして、出張無料相談会も開催しており、本年度は下伊那郡松川町にて実

施しました。実施にあたっては、近年、相続に関連した相談会では、成年後見制度に

関する相談も多く寄せられていることから、成年後見に積極的に取り組んでいる司法

書士の団体である公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートながの支部との

共催で開催しました。 

相談会は、新型コロナウイルス感染症防止対策の観点から、完全予約制とし、相談時間

に余裕を持たせ、相談者同士が密にならない様相談者毎に個室で相談をお受けする事

として実施しました。 

 

第５ 相談件数  ５件 
 

 

（１）年代 

４０代 １人 ５０代 １人 ６０代 ２人 ７０代 １人 
 

70代 

20% 
40代 

20% 

50代 

20% 

40代 

50代 

60代 

70代 

60代 

40% 



（２）性別 

男性 １人 女性 ４人 
 

 

 

 

（３）職業 

会社員 ２人 自営業 １人 無職 ２人 
 

 

 

 
 

男性 

20% 
 
 

男性

女性 

 
女性 

80% 

無職 
40% 

会社員 
40% 会社員 

自営業

無職 

自営業 
20% 



司法書士会 
20% 

司法書士会 

折込チラシ 

折込チラシ 
20% 

自治体・公的機関等 

自治体・公的機関等 
60% 

（４）相談会を何で知ったか 

司法書士会 １人 折込チラシ １人

自治体・公的機関等 ３人 



（５）相談内容（複数回答有） 
 

相続の手続きや費用 ２件 遺言 １件 

成年後見制度 １件 その他 ２件 
 

 

 

第６ 相談内容のうち主なもの 

（１）相続した土地の国庫帰属について知りたい 

（２）未開封の自筆証書遺言はどうしたら良いか 

（３）共有名義の建物の相続登記をしたい 

（４）成年後見制度について知りたい 

 

 
第７ 勉強会参加者  ５名 

その他 
33% 

相続の手続きや費用 
について 

33% 
相続の手続きや費用について 

遺言について 

成年後見制度について

その他 

成年後見制度につい 
て 

17% 
遺言について 

17% 



第８ 実施した感想・コメント・今後の対応 

相談会を開催した松川町は、人口１万２，３３７人（令和４年７月１日現在）の町

です。開催にあたっては、松川町に会場の手配等をして頂くとともに、広報にもご協

力いただきました。全面的にご協力をいただきました松川町にこの場をお借りして御礼

申し上げます。ありがとうございました。 

さて、相談件数ですが、完全予約制で、余裕を持たせた相談時間の設定をし、最大

で６件の予約の受付が出来るようにしたところ、６件すべての相談予約がございまし

た（お一人の方は、所用によりキャンセルのご連絡をいただきました。）。 

相談内容としましては、一般的な相続登記や遺言、成年後見制度に関する相談から、相

続に絡んだ法律改正に関する相談まで幅広く相談が寄せられました。当会では、定期

的に出張無料相談会を開催しておりますが、近年の相談会では相続に関する幅広い相

談が寄せられる傾向が高まっております。相談内容から鑑みても、市民の方の相続等

への関心の高さが伺えるものであると感じております。 

勉強会につきましても、例年、県内各地で開催しておりますが、例年と比較しても 

多くの方にご参加いただき、皆さん熱心に受講していただいていた点が印象的でした。 

以上のとおり、非常に充実した相談会・勉強会になったのではないかと感じており

ます。 

なお、次回は、令和５年２月に、南佐久郡小海町にて開催を予定しております。今

後も、県内各所で県民の皆様への法的サービスの充実のために、本相談会を定期 

的に開催していきたいと考えています。 



第９ 当日の様子 
 

 


